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　今年の６月１日から自転車運転者講習制度が始

まりました！

　飲酒運転や一時不停止、信号無視などの危険行

為を繰り返す自転車運転者が対象になります。

東浦町「夏の交通安全キャンペーン」

●と　き

　７月15日（水）　午前10時30分～約１時間

●ところ

　「東浦役場前」交差点および「森岡団地南」交差点

●内　容

　歩行者・運転手の方に交通安全啓発グッズを

渡して、交通安全の呼びかけをします。

●問い合わせ　防災交通課　内線３４８

７月 11 日～ 20 日は夏の交通安全県民運動

自転車運転者が危険行為

を繰り返す

※３年以内に２回以上

交通の危険を防止するため、都道府県公安委

員会が自転車運転者に講習を受けるように

命令

講習の受講

※講習時間…３時間

※講習手数料…5,700円

　７月15日限定で、う・ら・ら３号車

の中でも「おだいちゃん」反射材を配

布するよ♪

　詳しくは車内のチラシを見てね！

●対　象

　次の条件を全て満たしている方

・町内在住の満16歳以上の方

・満１歳以上６歳未満の児童を２人以上養育し

ている方

・自転車を適正に管理保管できる方

●内　容

　・幼児２人同乗用電動アシスト自転車

　・幼児用後部座席

　・幼児用ヘルメット（２個）

●貸出期間　１年未満

　※貸出日から平成28年３月31日まで

※貸出期間中に貸出対象者が養育する児童のい

ずれか１人が満６歳以上となり、かつ貸出対

象者が満１歳以上６歳未満の児童を２人以上

養育しないこととなる場合は、満６歳となる

児童の誕生日の前日まで

●台　数　２台（予定）

　※申込者多数の場合は抽選

●レンタル料　月額900円

●抽選日・貸出予定日

　７月25日（土）　午前10時30分～

※抽選後、自転車の取り扱い説明を30分行い貸

し出し

●申し込み

７月６日（月）～15日（水）に申請書を問い合わせ

先へ

　※あいち電子申請からも申込可

※申請書は児童課で配布または町ホームページ

からダウンロード可

●問い合わせ　児童課　内線１４２

３人乗り自転車貸し出し


